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別添（別記様式第２号）

浜の活力再生広域プラン

令和３～７年度

（第２期）

１ 広域水産業再生委員会

広域委員会の

構成員

・宮城県北部地区地域水産業再生委員会（気仙沼市，南三陸町，宮城県水産業

経営支援協議会，気仙沼漁業協同組合，宮城県漁業協同組合）

・宮城県中部地区地域水産業再生委員会（登米市，石巻市，女川町，石巻市水

産振興協議会，宮城県水産業経営支援協議会，北上川漁業協同組合，牡鹿漁

業協同組合，宮城県漁業協同組合）

・宮城県南部地区地域水産業再生委員会（東松島市，松島町，利府町，七ヶ浜

町，塩竈市，多賀城市，仙台市，名取市，岩沼市，亘理町，山元町，宮城県

水産業経営支援協議会，宮城県漁業協同組合，塩釜市漁業協同組合，鳴瀬吉

田川鮭増殖組合）

・宮城県水産業経営支援協議会

・宮城県

・宮城県漁業協同組合

対象となる地

域の範囲及び

漁業の種類

・宮城県沿岸地域一円（気仙沼市～亘理町）：養殖漁業者 2,179 人

ノリ養殖業者（115 人），カキ養殖業者（412 人），ワカメ・コンブ養殖業者

（868 人）， ホタテ養殖業者（270 人），ギンザケ養殖業者（60 人），ホヤ

養殖業者（454 人）

・宮城県沿岸地域一円（気仙沼市～七ヶ浜町）：磯根資源採捕漁業者（アワビ，

ウニ等）6,616 人

'    －内 訳－

①気仙沼市・南三陸町：養殖漁業者（1158 人），磯根資源採捕漁業者（3,085

人）

カキ養殖業者（117 人），ワカメ・コンブ養殖業者（654 人），ホタテ養殖業

者（152 人），ギンザケ養殖業者（12 人），ホヤ養殖業者（223 人）

②登米市・石巻市・女川町：養殖漁業者（790 人），磯根資源採捕漁業者（2,245

組織人 宮城県広域水産業再生委員会（養殖業・採介藻漁業）

代表者人 会長 寺沢 春彦
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人）

ノリ養殖業者（20 人），カキ養殖業者（208 人），ワカメ・コンブ養殖業者（165

人），ホタテ養殖業者（118 人），ギンザケ養殖業者（48 人），ホヤ養殖業者

（231 人）

③東松島町・松島町・利府町・七ヶ浜町・塩竈市・多賀城市・仙台市・名取市・

岩沼市，亘理町：養殖漁業者（231 人），磯根資源採捕漁業者（1,286 人） 

ノリ養殖業者（95 人），カキ養殖業者（87 人），ワカメ・コンブ養殖業者（49

人）

２ 地域の現状

（１）地域の水産業を取り巻く現状等

【地域の概況】 

当プランで対象となる宮城県沿岸地域においては，県中央に位置する牡鹿半島を境に，それ以

北は湾が入り組み複雑な地形を有するリアス式海岸を呈する一方，それ以南は大小多数の河川が

流入する仙台湾に面し遠浅な砂浜海岸が広がるなど，地形変化に富んでいるのが特徴である。

また，沖合において親潮と黒潮がぶつかりあうことにより，寒流系・暖流系双方の魚種が生息

し，流入河川が栄養塩の供給源となることで，地域全体に好漁場が形成されていることから，多

種多様な漁業・養殖業が営まれている。

このように，当地域は全国有数の漁業・養殖業の生産地となっていることから，後背地に多く

の水産加工関連施設が集積された大小多数の漁港及び魚市場が所在しており，漁業及びその関連

産業が地域の基幹産業となっている。

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災により失われた地区内の漁港や関連施設，漁船，漁具等は，

国・県・市町等の各種支援事業を活用し概ね復旧が完了したが，養殖漁業へ復帰した漁業者数は

依然として震災前の約半数程度のままであり，生産量についても魚種ごとに違いはあるが，震災

前と比較すると約 25％～108％の生産量に留まっている。 

養殖主要５品目における震災前と現在の対比

経営体数 乾のり かき ほたて わかめ 銀ざけ

震災前平成２１年度　（a） 202 894 711 1,080 79

令和元年度　（b） 114 406 270 842 60

（b）／（a） 56% 45% 38% 78% 76%

生産数量 乾のり（千枚） かき（kg） ほたて（kg） わかめ（kg） 銀ざけ（ｔ）

震災前平成２１年度実績（a） 682,624 4,296,677 13,077,464 16,539,000 14,750

令和元年度実績（b） 364,127 1,327,520 3,210,777 11,456,934 15,994

（b）／（a） 53% 31% 25% 69% 108%

※銀ざけは震災後の養殖継続率が高く、生産数量が震災前とほぼ変わっていない

わかめは養殖資材等の経費が少ないことから、震災からの早期復旧を目指した漁業者が一時的に増加した
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宮城県内全体の漁業者数の減少を鑑みても，今後養殖業者が震災前の基準まで回復するのは困

難であると想定されるため，生産の効率化に加え，引き続き協業化や施設等の共同利用を図り，

経費等を削減して所得の安定・向上を目指す。併せて次世代を担う新規漁業者の安定的な確保が

欠かせない。さらには，施設等の老朽化により今後の漁業経営に不安を抱えている漁業者も多数

いることから，修繕又は更新に対する支援充実が望まれる。

（２）その他の関連する現状等

【東京電力福島第一原子力発電所事故の影響】 

震災で甚大な被害を受けた漁業者は，安全・安心な宮城の水産物を消費者に提供するために厳

しい検査を繰り返し，日々努力を重ね復旧・復興に取り組んできた。

このような現状の中，仮に原発によるトリチウムを含む ALPS 処理水が海洋放出されることにな

れば，風評被害が再燃し震災の復旧に尽力してきた漁業者の努力が水泡となり，漁家経営に致命

的な影響を及ぼすことは確実であり，みやぎの水産物が消費者から敬遠され漁業の継続を断念せ

ざるを得ないことが懸念される。

【三陸自動車道の開通による物流網の発展】 

本県沿岸部を縦断する三陸沿岸道路は，県内区間が全線開通して物流網が整備された。従来の

東北道を利用した輸送経路と比べて，三陸沿岸道路を利用することで，仙台や首都圏等への輸送

時間が短縮され，高鮮度な生産物の供給が可能となった。また，輸送時間に余裕ができたことに

より，生産現場においても付加価値を高めるための新たな取組に充てる作業時間を確保できるよ

うになった。三陸沿岸道路が全線開通し，交通面での利便性が大きく向上することで新規水産加

工団地の整備と併せて，地域水産業の更なる発展に寄与することが期待される。

【新型コロナウイルス感染の影響】 

新型コロナウイルス感染症の拡大は，漁業者等の経営に深刻な影響を及ぼしている。特に，飲

食店向けの需要が高かった天然アワビ等の高級魚種の単価下落が著しい。現状では，新型コロナ

ウイルス感染症による経済活動への影響期間の見通しが立たないことから，漁業者も何らかの経

営戦略の見直しが迫られている。また，現段階では沿岸域の感染者数は低く抑えられているが，

かきのむき身処理を行う施設や乾海苔の生産施設等は作業員が密集し，感染の拡大が危惧される

場面が想定される。万が一，生産現場において感染者が発生した場合，生産活動停止は避けられ

ないことから，感染予防対策を充分に講じて，生産体制を維持していく必要がある。

 また，密を避けるためイベント等が軒並み中止になっている現状により，魚価向上と消費拡大

を狙う PR 活動ができず，安定した漁家経営の維持が憂慮される状況となっている。 
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３ 競争力強化の取組方針

（１） 機能再編・地域活性化に関する基本方針

① 前期の浜の活力再生広域プランの評価（成果及び課題等）
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② 今期の浜の活力再生広域プランの基本方針

当広域再生委員会の中核であるＪＦみやぎは，宮城県沿岸のほぼ全域をカバーしており，その

事業の柱はのり，かき，わかめ，ほたて，ほや，銀ざけなどの養殖品目を中心とする共同販売で

ある。そのため，今後も共同販売を基本としつつ，宮城県の「水産業の振興に関する基本的な計

画（第３期）」，「宮城県養殖振興プラン」とも連携を取りつつ，生産数量と魚価の向上及び漁家

経営の安定を目指す。

１．養殖水産物の安全確保

① カキやホタテガイ，ホヤ等における貝毒等の食の安全・安心対策の強化

② 県と連携した貝毒原因プランクトンの発生状況監視体制の強化
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③ 全生産物の放射性物質検査の継続実施

④ ノリやワカメ等の加工品への異物混入防止の徹底

２．養殖水産物の安定生産

① 優良な種卵・種苗の安定供給

② 漁場の適切かつ有効な利用の推進

③ 疾病に対する防疫対策の徹底

④ 漁場環境の変化により発生している二枚貝等の死滅への対応

３．漁労機器や新技術等の導入と施設の更新

① 養殖漁場における海洋情報の把握

② 作業負担軽減を図るための機器等導入

③ 閉鎖循環式陸上養殖の導入

④ 共同利用施設や共販体制維持に係る施設の更新

⑤漁業就業者の安全対策向上，就労環境改善に資する漁港の機能増進

４．ブランド化の取組

① ASC（水産養殖管理協議会）などの環境に配慮した水産エコラベルの取得

② GI（地理的表示）登録の拡大

５．販路の回復と拡大

① 地域販売所の利用や「みやぎ水産の日」を核とした PR 強化

② 学校等教育現場での食育活動の実施

③ ホヤの販路確保の取組

６．密漁監視体制の強化

① 密漁監視船の監視活動の継続

② 警察，海上保安部署，行政などと協力した密漁防止活動の実施

７．新型コロナウイルス感染症対策

① 各生産現場の実情に合わせた予防対策の実施

② 養殖生産物の供給平準化への取組

③ 感染の収束時期を注視し感染予防に万全を尽くした PR 活動の実施

（２） 中核的担い手の育成に関する基本方針
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① 前期の浜の活力再生広域プランの評価（成果及び課題等）

② 今期の浜の活力再生広域プランの基本方針

１．新規漁業就業者の確保 

 引き続き，宮城県漁業就業者支援協議会を中心としながら，経営体育成総合支援事業を活用し

て，漁業就業支援フェアによる情報発信や長期研修制度による新規漁業就業者の受け入れを行

い，担い手の確保に努める。また，県や市では担い手確保事業として漁業研修等の就業前に当た

る支援を実施しており，就業後の技術習得を目的とする長期研修制度と一体的に活用する体制を

整え，効果的に取り組む。 

２．中核的担い手の育成 

漁協は，県事業を活用しつつ青年部活動等を通して必要な知識・技術の習得に向けた研修を実

施し，新規漁業就労者及び既存漁業者の更なる資質向上を図る。その中で，自らの漁業経営改善・

向上に意欲ある者について「中核的担い手」として広域再生委員会に届け出る。 

広域再生委員会は，認定した中核的担い手が必要とする漁船・漁具等の確保に当たり，漁船リ

ース事業の利用その他の手段により協力・支援することにより，漁船の更新を促すとともに，彼

らの経営基盤強化を図る。 

＜中核的担い手の位置付け＞ 
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①人的要件： 個人・法人を問わず広域水産業再生委員会の方針に基づき，自らの漁業経営

改善・向上に意欲があり，将来にわたり漁業を主事業とする者。 

②年齢基準： 個人の場合，原則，５５歳未満とする。ただし，５５歳以上の者が漁家経営

者である場合，４５歳未満の後継者が確保されていることが確認できた場合に限り当該後継

者を中核的担い手と位置付ける。法人の場合，基準は設けない。 

③所得基準： 将来的に漁業所得の向上又は経営安定が見込まれること（今後５年間の経営

計画にて確認。法人の場合，償却前利益の有無にて判定。） 

④法令遵守：漁業法等の関係法令及び関係規則等を遵守していること。また，過去１年間に

海事関係法令違反による死亡災害が発生していないこと。※海事関係法令とは海上交通の安

全の確保を目的とした「海上交通安全法」，「船舶法」，「船舶安全法」，「船舶職員及び小型船

舶操縦者法」等の法令をいう。 

⑤認定手続き： 各漁協が広域水産業再生委員会に届け出の上，会員会議にて認定する。

（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置

次の項目に取り組むこと又は遵守することにより，生産努力量の削減・維持及びその効果に関

する担保が確保される。

① 区画漁業権の管理及び行使に関し，必要な事項を定めた漁業権行使規則の遵守

② 養殖漁場の維持・改善のために養殖施設台数や適正養殖可能数量等を定めた漁場利用計画

の策定・遵守

③ 漁協部会等における年度ごとの漁期対策の実行

（４）具体的な取組内容（年度ごとに数値目標とともに記載）

１年目（令和３年度）成果目標に示した平均単価維持を目指す

取組内容 【機能再編・地域活性化】

１．養殖水産物の安全確保

① カキやホタテガイ，ホヤ等における貝毒等の衛生対策の強化

国や県と協力して，ノロウイルス・貝毒等にかかる検査体制を強化すると

ともに，研修会等を通じて衛生管理などにかかる知識の向上を図る。また，

食品衛生法改正に伴う衛生管理の実施について準備を始める。

② 貝毒原因プランクトンの発生状況監視体制の強化

漁業者及び漁協は，貝毒原因プランクトンのモニタリング調査のため，定

期的に定点からサンプルを採取し，県の試験研究機関に持ち込む。県はサ

ンプルを分析して貝毒原因プランクトン数を調査し，直ちに調査結果を周

知し，漁業者等は調査結果を有効活用する。

③ 全生産物における放射性物質検査の継続実施

風評被害を払しょくするため，関係機関と連携して放射性物質検査を確実
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に行うとともに，安全性が確認された商品であることを，ホームページな

どを通じて周知する。

④ ノリやワカメ等の加工品への異物混入防止の徹底

漁期前に部会や研修会等を開催し，異物混入防止に係る意識の向上と啓蒙

を図るとともに，漁業者各々が目視検査を徹底して異物混入の防止に努め

る。また，異物検知器等の導入と更新を推進する。

２．養殖水産物の安定生産

① 優良な種卵・種苗の安定供給

ギンザケ養殖の要となる種卵・種苗を生産する内水面養殖場は，経営体数

が少ないことに加え、従業員の高齢化・後継者不足が進行している。安定

的な種苗供給体制を確保するため，宮城県漁協自営による種卵・種苗の生

産体制の構築を検討する。また、ノリ養殖においては、宮城県漁協七ヶ浜

町水産振興センターが地先海面由来の原藻から本県漁場に適応した種苗

系統の確立を継続する。

② 漁場の適切かつ有効な利用の推進

いかだの管理や海底清掃などの作業の協業化を進めるとともに，漁場利用

計画に基づく適正養殖可能数量を遵守することで，密殖を防ぎ，高品質な

生産物を安定的に生産する。

③ 疾病に対する防疫対策の徹底

宮城県により発出されたガイドライン等を遵守するとともに，研究機関な

どの指導を踏まえた適切な疾病・斃死対策に取り組むことで養殖物の安定

的な生産を図る。

④ 漁場環境の変化等により発生している二枚貝等の死滅への対応

二枚貝，特にカキやホタテガイの死滅が発生している問題について，宮城

県関係機関と協力し，継続してモニタリング調査を実施し原因究明に努め

る。

３．漁労機器や新技術等の導入と施設の更新

① 養殖漁場における海洋情報の把握

養殖作業の時間短縮と効率性向上のため，養殖場の水温や塩分等の状態を

遠隔で把握できる海洋観測ブイの設置を検討する。

② 作業負担軽減を図るための機器等導入

のり自動乾燥機やホタテの自動耳吊り機などの省力化機器の導入を進め，

養殖作業の負担軽減を図る。また，ギンザケについては，試験的に船上使

用が可能なフィッシュポンプと選別機の導入を行い，省力化と作業時間の

短縮効果を検証する。さらに自動活締め機器についても船上で使用できる
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サイズに改良を行い，水揚げから活締めまで一連の出荷作業の省力化を目

指す。

③ 閉鎖循環式陸上養殖の導入

海面や内水面における養殖は，利用可能な漁場面積が限られていること

や，温暖化等の環境変動の影響を受けて生産が不安定になるなどの課題を

抱えている。立地場所を選ばず飼育環境をコントロールできる閉鎖循環式

陸上養殖は，従来の養殖を補完して生産量の増加及び安定化を図る新たな

養殖形態として注目を集めており，本県の養殖業においても，ギンザケ種

苗の海水馴致までの飼育や痩せウニの畜養等への活用が期待される。この

ため県は，閉鎖循環式陸上養殖の普及を目的とした技術開発等を行うこと

とし，令和３年度は研究施設建設に向けた設計作業を進める。

④ 共同利用施設や共販体制維持に係る施設の更新

東日本大震災による損傷と老朽化に伴う乾のり集出荷所（入札場）の再

建設について，格付け検査や入札業務，生産物の保管等における機能再

編や省力化等を検討する委員会を設立し，準備を開始する。

また，カキやワカメ等の新たな入札方法としてリモート入札の導入実現

性を検討する。

⑤ 漁業就業者の安全対策向上，就労環境改善に資する漁港の機能増進

水産業競争力強化漁港機能増進事業により，南三陸町は町内漁港において

下記取組を行う。

○ 安全対策向上

・稲淵漁港：防舷材整備（安全対策向上や，漁船の耐用年数向上による水

産コスト削減），梯子整備（作業環境改善）

○ 就労環境改善

・港，水戸辺，折立，韮浜漁港：滑り材等整備（漁船の上架作業時間短縮） 

・伊里前，波伝谷漁港：船揚場の先端の延伸（漁船の上架作業時間短縮,

耐用年数向上による水産コスト縮減）

４．ブランド化の取組

① ASC などの環境に配慮した水産エコラベル取得

カキ養殖で ASC 認証を受けている北部，中部地区の漁場の他，他地域，

他魚種での認証取得に向けて継続して検討を行い，付加価値向上を目指

す。また，漁協も ASC 認証養殖生産物を取り扱えるように CoC 認証（流

通加工段階認証）の取得に向けた作業を進める。

② GI（地理的表示）登録魚種の拡大

継続審議中となっているカキの GI（地理的表示）登録について課題の整

理と解決に向けた調整を行う。また，他魚種での登録についても検討を開
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始する。

５．販路の回復と拡大

① 地域販売所の利用や「みやぎ水産の日」を核とした PR 強化

宮城げんき市実行委員会の主催するほや祭り，みやぎ銀ざけ振興協議会と

の連携によるＰＲ活動，乾海苔地元買受人（買受人組合）と連携したイベ

ントなど，県内広範囲を対象としたイベントのほか，北部地区では南三陸

町の「牡蠣・わかめ祭り」，「リアス牡蠣まつり唐桑」，中部地区では「石

巻かき祭り」や「いしのまき大漁祭り」，南部地区では「松島大漁かきま

つり」，「七ヶ浜海の市，漁協の夕市」，「いろどりなとり産直マーケット」

や「荒浜漁港水産祭り」など，魚種を問わず積極的に参加することにより，

継続して宮城県産水産物の PR を実施する。 

② 学校等教育現場での食育活動の実施

第１期期間より実施している学校等教育現場での食育活動への食材提供

について継続して実施する。

③ ホヤの販路確保の取組

国内の量販店等とタイアップしたイベントを展開し, 認知度の向上及び

販路の拡大を図る。また，震災前は生産量の約７割を韓国へ輸出していた

が，東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により輸出が停止となって

いるため，輸出再開に向けて関係機関への積極的な働きかけを継続して実

施する。

６．密漁監視体制の強化

① 密漁監視船の監視活動の継続

第１期に導入した密漁監視船による監視活動を継続実施する。

② 警察，海上保安部署，行政などと協力した密漁防止活動を実施

関係機関と連携した密漁防止キャンペーンを継続して実施する。

７．新型コロナウイルス感染症対策

① 各生産現場の実情に合わせた予防対策の実施。

農林水産省対策本部が示す予防対策を踏襲し，各生産現場の実情に合わせ

た予防対策を構築し，万が一感染者が発生した場合でも，操業停止等にな

らないように努める。

② 養殖生産物の供給平準化への取組

ホタテガイ等では，全国的な輸出が停滞や外食産業の需要が減少している

ことから，国内在庫が増加し，単価が下落しているため，流通が正常化し

て適正な単価に回復するまでの間，漁協が生産者から買い取り及び保管を
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行う。

③ 感染の収束時期を注視し感染予防に万全を尽くした PR 活動の実施。

消費拡大につなげる目的の PR 等のイベントについては，実施参加ができ

ない状況となっているため，感染の収束時期を注視しつつ実施可能な状況

が整えば，感染予防に万全を尽くしながら積極的な PR 活動を展開する。

【中核的担い手の育成】

１．新規漁業就業者等の確保 

「全国漁業就業支援フェア」や「みやぎ漁業就業者支援フェア」等のマ

ッチング支援事業の活用や，県や市町が開催する「みやぎ漁師カレッジ」

や「TRITON SCHOOL」等の漁業研修・体験の講師協力等を行い，新規

漁業就業者の確保を図る。また，就業した者に対しては，国の経営体育成

総合支援事業における長期研修制度を活用して，円滑な技術の習得を支援

し，定着率の向上を図る。

２．中核的担い手の育成・強化 

漁協や県は，青年・女性漁業者交流大会や漁業士養成講座，資源管理に

関する勉強会，船舶職員技能講習支援事業などの学びの場を提供し，中核

的担い手を目指す漁業者はこれらの機会を活用して，資質の向上に努める。 

広域再生委員会は，中核的担い手が必要とする漁船・漁具等の確保に当

たり，水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業の活用を支援することによ

り，漁船の更新を促す。

活用する支援

措置等

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）

浜の活力再生・成長促進交付金（国）

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国）

水産業成長産業化沿岸地域創出事業（国）

経営体育成総合支援事業（国）

特定水産物供給平準化事業（国）

水産業競争力強化漁港機能増進事業（国）

２年目（令和４年度）成果目標に示した平均単価維持を目指す

取組内容 【機能再編・地域活性化】

１．養殖水産物の安全確保

① カキやホタテガイ，ホヤ等における貝毒等の衛生対策の強化

引き続きノロウイルス・貝毒等にかかる検査体制の強化及び研修会等を通
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じて衛生管理などにかかる知識の向上を図る。

また，食品衛生法改正に伴う衛生管理の実施については，保健所等の指導

を受けながら適切に取り組む。

② 県と連携した貝毒原因プランクトンの発生状況監視体制の強化

県・漁協・漁業者で貝毒原因プランクトンのモニタリング調査に取り組み，

調査結果を養殖水産物の出荷計画及び貝毒検査実施計画の参考として活

用する。

③ 全魚種における放射性物質汚染に対する安全確認の継続実施

風評被害を払しょくするため，関係機関と連携して放射性物質検査を継続

して行うとともに，安全性が確認された商品であることを，ホームページ

などを通じて周知する。

④ ノリやワカメ等の加工品への異物混入防止の徹底

漁業者各々が目視検査を徹底するとともに，漁期前に部会や研修会等を開

催し漁業者に対して周知・啓蒙を図ることにより，異物混入の防止に努め

る。異物検知器等の新規導入と更新が必要な生産者等があれば支援を検討

する。

２．養殖水産物の安定生産

① 優良な種卵・種苗の安定供給

ギンザケ養殖では，内水面養殖業者や県から指導を受けて生産技術の習得

に取り組みながら，試験的に自営の種苗生産を開始する。ノリ養殖におい

ては、引き続き地場県産有用系統の確立に取り組む。

② 漁場の有効活用・適正利用

引き続き，いかだ管理や海底清掃などの作業の協業化を進めるとともに，

漁場利用計画に基づく適正養殖可能数量を遵守して，高品質な生産物を安

定的に生産する。また，利用率が低下している漁場については，関係地区

の拡大等により生産性の向上を図るように努める。

③ 未侵入疾病への対応

宮城県により発出されたガイドライン等を遵守するとともに，研究機関な

どの指導を踏まえた適切な疾病・斃死対策に継続して取り組むことで収入

の安定化を図る。

④ 漁場環境の変化等により発生している二枚貝等の死滅への対応

二枚貝，特にカキやホタテガイの死滅が発生している問題について，宮城

県関係機関と協力し，継続してモニタリング調査を実施し原因究明に努め

る。原因が特定された場合は，問題解消と生産継続に取り組む。

３．漁労機器や新技術等の導入と施設の更新
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① 養殖漁場における海洋情報の把握

養殖場の水温や塩分濃度等の状態を遠隔で把握できる海洋観測ブイを，必

要な箇所へ設置する。

② 作業負担軽減を図るための機器等導入

引き続き，省力化機器の導入を進め，養殖作業の負担軽減を図る。また，

ギンザケ出荷作業の省力化については，フィッシュポンプと選別機の試験

導入結果を元に運用の改善を進めるとともに，自動活締め機の導入による

一層の負担軽減方法を検討する。

③ 閉鎖循環式陸上養殖の導入

県は閉鎖循環式陸上養殖研究施設の建設を開始する。

④ 共同利用施設や共販体制維持に係る施設の更新

東日本大震災による損傷と老朽化に伴う乾のり集出荷所（入札場）の再建

設について，委員会において具体的な計画を立て，建設準備を開始する。 

カキやワカメ等のリモート入札が導入可能との結論に至れば，入札システ

ムの再構築について検討する。

⑤ 漁業就業者の安全対策向上，就労環境改善に資する漁港の機能増進

水産業競争力強化漁港機能増進事業により，県は閖上漁港において下記取組

を行う。

○ 安全対策向上

・閖上漁港：潜込防止材整備（安全対策向上及び作業環境改善），

梯子整備（作業環境改善） 

また，他の漁港について，安全対策向上，就労環境改善，漁船の損傷防止，

漁船の上架作業時間短縮等のための維持管理を適切に行う。

４．ブランド化の取組

① ASC などの環境に配慮した水産エコラベル取得

カキ養殖，他魚種で新たに ASC 認証取得を希望する地域での認証手続き

を行い，付加価値向上を目指す。

② GI（地理的表示）登録魚種の拡大

カキの GI（地理的表示）登録完了を目指す。また，他魚種での登録につ

いても検討を継続する。

５．販路の回復と拡大

① 地域販売所の利用や「みやぎ水産の日」を核とした PR 強化

引き続き，県内外の水産物販売イベント等に積極的に参加することによ

り，宮城県産水産物の PR 活動を実施する。

② 学校等教育現場での食育活動の実施
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第１期より実施している学校等教育現場での食育活動への食材提供につ

いて継続して実施する。

③ ホヤの販路確保の取組

引き続き国内販路の拡大に向けた取組と韓国への輸出再開に向けた働き

かけを継続する。

６．密漁監視体制の強化

① 密漁監視船の監視活動の継続

第１期に導入した密漁監視船による監視活動の継続実施

② 警察，海上保安部署，行政などと協力した密漁防止活動を実施

関係機関と連携した密漁防止キャンペーンを継続して実施する。

７．新型コロナウイルス感染症対策

① 各生産現場の実情に合わせた予防対策の実施。

農林水産省対策本部が示す予防対策を踏まえ，各生産現場が実態に合わせ

た適切な予防対策を講じることで，万が一感染者が発生した場合でも，操

業停止等にならないように努める。

② 養殖生産物の供給平準化への取組

引き続き流通が正常化して適正な単価に回復するまでの間，漁協が生産者

から買い取り及び保管を行う。

③ 感染の収束時期を注視し感染予防に万全を尽くした PR 活動の実施。

消費拡大につなげる目的の PR 等のイベントについては，開催や参加がで

きない状況となっている。感染の収束時期を注視しつつ，実施できる時期

になったら，感染予防に万全を尽くしつつ，積極的なＰＲ活動を行う。

【中核的担い手の育成に関する基本方針】 

１．新規漁業就業者等の確保 

国・県・市町による，マッチング支援事業や漁業研修・体験，長期研修

制度等を活用して，新規漁業就業者の確保と定着率の向上を図る。

２．中核的担い手の育成・強化 

漁協や県は，青年・女性漁業者交流大会や漁業士養成講座，資源管理に

関する勉強会，船舶職員技能講習支援事業などの学びの場を提供し，中核

的担い手を目指す漁業者はこれらの機会を活用して，資質の向上に努める。 

広域再生委員会は，中核的担い手が必要とする漁船・漁具等の確保に当

たり，水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業の活用を支援することによ

り，漁船の更新を促す。
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活用する支援

措置等

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）

浜の活力再生・成長促進交付金（国）

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国）

水産業成長産業化沿岸地域創出事業（国）

経営体育成総合支援事業（国）

特定水産物供給平準化事業（国）

水産業競争力強化漁港機能増進事業（国）

３年目（令和５年度）成果目標に示した平均単価維持を目指す

取組内容 【機能再編・地域活性化】

１．養殖水産物の安全確保

① カキやホタテガイ，ホヤ等における貝毒等の衛生対策の強化

引き続きノロウイルス・貝毒等にかかる検査体制の強化及び研修会等を通

じて衛生管理などにかかる知識の向上を図る。

また，カキ処理場等においては衛生管理を適切に実施する。

② 県と連携した貝毒原因プランクトンの発生状況監視体制の強化

県・漁協・漁業者で貝毒原因プランクトンのモニタリング調査に取り組み，

調査結果を養殖水産物の出荷計画及び貝毒検査実施計画の参考として活

用する。

③ 全魚種における放射性物質汚染に対する安全確認の継続実施

風評被害を払しょくするため，関係機関と連携して放射性物質検査を継続

して行うとともに，安全性が確認された商品であることを，ホームページ

などを通じて周知する。

④ ノリやワカメ等の加工品への異物混入防止の徹底

漁業者各々が目視検査を徹底するとともに，漁期前に部会や研修会等を開

催し漁業者に対して周知・啓蒙を図ることにより，異物混入の防止に努め

る。異物検知器等の新規導入と更新が必要な生産者等があれば支援を検討

する。

２．養殖水産物の安定生産

① 優良な種卵・種苗の安定供給

ギンザケ養殖では，引き続き内水面業者や県から指導を受けながら試験的

に自営の種苗生産を行う。ノリ養殖においては、地場県産有用系統の確立

に取り組む。

② 漁場の有効活用・適正利用
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引き続き，いかだ管理や海底清掃などの作業の協業化を進めるとともに，

漁場利用計画に基づく適正養殖可能数量を遵守して，高品質な生産物を安

定的に生産に取り組む。また，利用率が低下している漁場については，関

係地区の拡大等により生産性の向上を図るように努める。

③ 未侵入疾病への対応

宮城県により発出されたガイドライン等を遵守するとともに，研究機関な

どの指導を踏まえた適切な疾病・斃死対策に継続して取り組むことで収入

の安定化を図る。

④ 漁場環境の変化等により発生している二枚貝等の死滅への対応

二枚貝，特にカキやホタテガイの死滅が発生している問題について，宮城

県関係機関と協力し，継続してモニタリング調査を実施し原因究明に努め

る。原因が特定された場合は，問題解消と生産継続に取り組む。

３．漁労機器や新技術等の導入と施設の更新

① 養殖漁場における海洋情報の把握

養殖場の水温や塩分濃度等の状態を遠隔で把握できる海洋観測ブイが，必

要な箇所への設置に取り組む。

② 作業負担軽減を図るための機器等導入

引き続き，省力化機器の導入を進め，養殖作業の負担軽減を図る。また，

ギンザケ出荷作業の省力化については，自動活締め機を試験的に導入し，

水揚げから活締め処理までの一連の作業の省力化を図る。

③ 閉鎖循環式陸上養殖の導入

県は完成した閉鎖循環式陸上養殖研究施設を用いて，宮城県の養殖生産を

高度化するための研究を開始する。研究課題については，漁業者と意見交

換を行いながら課題を選定する。

④ 共同利用施設や共販体制維持に係る施設の更新

東日本大震災による損傷と老朽化に伴う乾のり集出荷所（入札場）の再建

設を開始し，完成を目指す。

カキやワカメ等のリモート入札が導入可能との結論に至れば，入札システ

ムの再構築について検討する。

⑤ 漁業就業者の安全対策向上，就労環境改善に資する漁港の機能増進

漁港管理者は，安全対策向上，就労環境改善，漁船の損傷防止，漁船の

上架作業時間短縮等のための漁港施設の維持管理を適切に行う。

４．ブランド化の取組

① ASC などの環境に配慮した水産エコラベル取得

カキ養殖，他魚種で新たに ASC 認証取得を希望する地域での認証手続き
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を継続して行い，付加価値向上を目指す。

② GI（地理的表示）登録魚種の拡大

カキは GI 表示により海外産や他県産との差別化を図り，宮城県産品とし

てブランド化を進める。また，養殖魚種での GI（地理的表示）登録につい

て手続きを継続して実施する。

５．販路の回復と拡大

① 地域販売所の利用や「みやぎ水産の日」を核とした PR 強化

引き続き，県内外の水産物販売イベント等に積極的に参加することによ

り，宮城県産水産物の PR 活動を実施する。

② 学校等教育現場での食育活動の実施

第１期期間より実施している学校等教育現場での食育活動への食材提供

について継続して実施する。

③ ホヤの販路確保の取組

引き続き国内販路の拡大に向けた取組と韓国への輸出再開に向けた働き

かけを継続する。

６．密漁監視体制の強化

① 密漁監視船の監視活動の継続

第１期に導入した密漁監視船による監視活動の継続実施

② 警察，海上保安部署，行政などと協力した密漁防止活動を実施

関係機関と連携した密漁防止キャンペーンを継続して実施する。

７．新型コロナウイルス感染症対策

① 各生産現場の実情に合わせた予防対策の実施。

農林水産省対策本部が示す予防対策を踏まえ，各生産現場が実態に合わせ

た適切な予防対策を講じることで，万が一感染者が発生した場合でも，操

業停止等にならないように努める。

② 養殖生産物の供給平準化への取組

引き続き流通が正常化して適正な単価に回復するまでの間，漁協が生産者

から買い取り及び保管を行う。

③ 感染の収束時期を注視し感染予防に万全を尽くした PR 活動の実施。

消費拡大につなげる目的の PR 等のイベントについては，開催や参加がで

きない状況となっている。感染の収束時期を注視しつつ，実施できる時期

になったら，感染予防に万全を尽くしつつ，積極的なＰＲ活動を行う。

【中核的担い手の育成に関する基本方針】 
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１．新規漁業就業者等の確保 

国・県・市町による，マッチング支援事業や漁業研修・体験，長期研修

制度等を活用して，新規漁業就業者の確保と定着率の向上を図る。

２．中核的担い手の育成・強化 

漁協や県は，青年・女性漁業者交流大会や漁業士養成講座，資源管理に

関する勉強会，船舶職員技能講習支援事業などの学びの場を提供し，中核

的担い手を目指す漁業者はこれらの機会を活用して，資質の向上に努める。 

広域再生委員会は，中核的担い手が必要とする漁船・漁具等の確保に当

たり，水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業の活用を支援することによ

り，漁船の更新を促す。

活用する支援

措置等

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）

浜の活力再生・成長促進交付金（国）

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国）

水産業成長産業化沿岸地域創出事業（国）

経営体育成総合支援事業（国）

特定水産物供給平準化事業（国）

水産業競争力強化漁港機能増進事業（国）

４年目（令和６年度）成果目標に示した平均単価維持を目指す

取組内容 【機能再編・地域活性化】

１．養殖水産物の安全確保

① カキやホタテガイ，ホヤ等における貝毒等の衛生対策の強化

引き続きノロウイルス・貝毒等にかかる検査体制の強化及び研修会等を通

じて衛生管理などにかかる知識の向上を図る。

また，カキ処理場等においては衛生管理を適切に実施する。

② 県と連携した貝毒原因プランクトンの発生状況監視体制の強化

県・漁協・漁業者で貝毒原因プランクトンのモニタリング調査に取り組み，

調査結果を養殖水産物の出荷計画及び貝毒検査実施計画の参考として活

用する。

③ 全魚種における放射性物質汚染に対する安全確認の継続実施

風評被害を払しょくするため，関係機関と連携して放射性物質検査を継続

して行うとともに，安全性が確認された商品であることを，ホームページ

などを通じて周知する。

④ ノリやワカメ等の加工品への異物混入防止の徹底

漁業者各々が目視検査を徹底するとともに，漁期前に部会や研修会等を開
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催し漁業者に対して周知・啓蒙を図ることにより，異物混入の防止に努め

る。異物検知器等の新規導入と更新が必要な生産者等があれば支援を検討

する。

２．養殖水産物の安定生産

① 優良な種卵・種苗の安定供給

ギンザケ養殖では，自営種苗生産事業を軌道に乗せ，生産量の増大と健苗

育成を図る。これにより，海面養殖における生産量の増大も達成される。

ノリ養殖においては、地場県産有用系統の確立に取り組む。

② 漁場の有効活用・適正利用

引き続き，いかだ管理や海底清掃などの作業の協業化を進めるとともに，

漁場利用計画に基づく適正養殖可能数量を遵守して，高品質な生産物を安

定的に生産に取り組む。また，利用率が低下している漁場については，関

係地区の拡大等により生産性の向上を図るように努める。

③ 未侵入疾病への対応

宮城県により発出されたガイドライン等を遵守するとともに，研究機関な

どの指導を踏まえた適切な疾病・斃死対策に継続して取り組むことで収入

の安定化を図る。

④ 漁場環境の変化等により発生している二枚貝等の死滅への対応

二枚貝，特にカキやホタテガイの死滅が発生している問題について，宮城

県関係機関と協力し，継続してモニタリング調査を実施し原因究明に努め

る。原因が特定された場合は，問題解消と生産継続に取り組む。

３．漁労機器や新技術等の導入と施設の更新

① 養殖漁場における海洋情報の把握

養殖場の水温や塩分濃度等の状態を遠隔で把握できる海洋観測ブイが，必

要な箇所への設置に取り組む。

② 作業負担軽減を図るための機器等導入

引き続き，省力化機器の導入を進め，養殖作業の負担軽減を図る。また，

ギンザケ出荷作業の機器導入による省力化作業モデルの各浜への普及を

開始する。

③ 閉鎖循環式陸上養殖の導入

県は養殖生産を高度化するための研究を進めるとともに，陸上養殖に関心

を持つ漁業者の視察や共同研究を受け入れて普及活動を行う。

④ 共同利用施設や共販体制維持に係る施設の更新

再建設された乾のり集出荷所（入札場）の運用を開始し，検査，入札業務

の作業負担軽減を行いながら，単価向上と生産量増加を目指す。
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カキやワカメ等のリモート入札が導入可能との結論に至れば，入札システ

ムの再構築について検討する。

⑤ 漁業就業者の安全対策向上，就労環境改善に資する漁港の機能増進

漁港管理者は，安全対策向上，就労環境改善，漁船の損傷防止，漁船の上

架作業時間短縮等のための漁港施設の維持管理を適切に行う。

４．ブランド化の取組

① ASC などの環境に配慮した水産エコラベル取得

カキ養殖，他魚種で新たに ASC 認証取得を希望する地域での認証手続き

を継続して行い，付加価値向上を目指す。

② GI（地理的表示）登録魚種の拡大

カキは GI 表示により海外産や他県産との差別化を図り，宮城県産品とし

てブランド化を進める。また，養殖魚種での GI（地理的表示）登録につい

て手続きを継続して実施する。

５．販路の回復と拡大

① 地域販売所の利用や「みやぎ水産の日」を核とした PR 強化

引き続き，県内外の水産物販売イベント等に積極的に参加することによ

り，宮城県産水産物の PR 活動を実施する。

② 学校等教育現場での食育活動の実施

第１期期間より実施している学校等教育現場での食育活動への食材提供

について継続して実施する。

③ ホヤの販路確保の取組

引き続き国内販路の拡大に向けた取組と韓国への輸出再開に向けた働き

かけを継続する。

６．密漁監視体制の強化

① 密漁監視船の監視活動の継続

第１期に導入した密漁監視船による監視活動の継続実施

② 警察，海上保安部署，行政などと協力した密漁防止活動を実施

関係機関と連携した密漁防止キャンペーンを継続して実施する。

７．新型コロナウイルス感染症対策

① 各生産現場の実情に合わせた予防対策の実施。

農林水産省対策本部が示す予防対策を踏まえ，各生産現場が実態に合わせ

た適切な予防対策を講じることで，万が一感染者が発生した場合でも，操

業停止等にならないように努める。
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② 養殖生産物の供給平準化への取組

引き続き流通が正常化して適正な単価に回復するまでの間，漁協が生産者

から買い取り及び保管を行う。

③ 感染の収束時期を注視し感染予防に万全を尽くした PR 活動の実施。

消費拡大につなげる目的の PR 等のイベントについては，開催や参加がで

きない状況となっている。感染の収束時期を注視しつつ，実施できる時期

になったら，感染予防に万全を尽くしつつ，積極的なＰＲ活動を行う。

【中核的担い手の育成に関する基本方針】 

１．新規漁業就業者等の確保 

国・県・市町による，マッチング支援事業や漁業研修・体験，長期研修

制度等を活用して，新規漁業就業者の確保と定着率の向上を図る。

２．中核的担い手の育成・強化 

漁協や県は，青年・女性漁業者交流大会や漁業士養成講座，資源管理に

関する勉強会，船舶職員技能講習支援事業などの学びの場を提供し，中核

的担い手を目指す漁業者はこれらの機会を活用して，資質の向上に努める。 

広域再生委員会は，中核的担い手が必要とする漁船・漁具等の確保に当

たり，水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業の活用を支援することによ

り，漁船の更新を促す。

活用する支援

措置等

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）

浜の活力再生・成長促進交付金（国）

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国）

水産業成長産業化沿岸地域創出事業（国）

経営体育成総合支援事業（国）

特定水産物供給平準化事業（国）

５年目（令和７年度）成果目標に示した平均単価維持を目指す

取組内容 【機能再編・地域活性化】

１．養殖水産物の安全確保

① カキやホタテガイ，ホヤ等における貝毒等の衛生対策の強化

引き続きノロウイルス・貝毒等にかかる検査体制の強化及び研修会等を通

じて衛生管理などにかかる知識の向上を図る。また，カキ処理場等におい

ては衛生管理を適切に実施する。

② 県と連携した貝毒原因プランクトンの発生状況監視体制の強化
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県・漁協・漁業者で貝毒原因プランクトンのモニタリング調査に取り組み，

調査結果を養殖水産物の出荷計画及び貝毒検査実施計画の参考として活

用する。

③ 全魚種における放射性物質汚染に対する安全確認の継続実施

風評被害を払しょくするため，関係機関と連携して放射性物質検査を継続

して行うとともに，安全性が確認された商品であることを，ホームページ

などを通じて周知する。

④ ノリやワカメ等の加工品への異物混入防止の徹底

漁業者各々が目視検査を徹底するとともに，漁期前に部会や研修会等を開

催し漁業者に対して周知・啓蒙を図ることにより，異物混入の防止に努め

る。異物検知器等の新規導入と更新が必要な生産者等があれば支援を検討

する。

２．養殖水産物の安定生産

① 優良な種卵・種苗の安定供給

ギンザケ養殖では，自営種苗生産事業を軌道に乗せ，生産量の増大と健苗

育成を図る。これにより，海面養殖における生産量の増大も達成される。

ノリ養殖においては、地場県産有用系統の確立に取り組む。

② 漁場の有効活用・適正利用

引き続き，いかだ管理や海底清掃などの作業の協業化を進めるとともに，

漁場利用計画に基づく適正養殖可能数量を遵守して，高品質な生産物を安

定的に生産に取り組む。また，利用率が低下している漁場については，関

係地区の拡大等により生産性の向上を図るように努める。

③ 未侵入疾病への対応

宮城県により発出されたガイドライン等を遵守するとともに，研究機関な

どの指導を踏まえた適切な疾病・斃死対策に継続して取り組むことで収入

の安定化を図る。

④ 漁場環境の変化等により発生している二枚貝等の死滅への対応

二枚貝，特にカキやホタテガイの死滅が発生している問題について，宮城

県関係機関と協力し，継続してモニタリング調査を実施し原因究明に努め

る。原因が特定された場合は，問題解消と生産継続に取り組む。

３．漁労機器や新技術等の導入と施設の更新

① 養殖漁場における海洋情報の把握

養殖場の水温や塩分濃度等の状態を遠隔で把握できる海洋観測ブイが，必

要な箇所への設置に取り組む。

② 作業負担軽減を図るための機器等導入
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引き続き，省力化機器の導入を進め，養殖作業の負担軽減を図る。また，

ギンザケ出荷作業の機器導入による省力化作業モデルの各浜への普及を

進める。

③ 閉鎖循環式陸上養殖の導入

県は養殖生産を高度化するための研究を進めるとともに，陸上養殖に興味

を持つ漁業者の視察や共同研究を受け入れて普及活動を行う。

④ 共同利用施設や共販体制維持に係る施設の更新

再建設された乾のり集出荷所（入札場）を活用し，検査，入札業務の作業

負担軽減を行いながら，単価向上と生産量増加を目指す。

カキやワカメ等のリモート入札が導入可能との結論に至れば，入札システ

ムの再構築について検討する。

⑤ 漁業就業者の安全対策向上，就労環境改善に資する漁港の機能増進

漁港管理者は，安全対策向上，就労環境改善，漁船の損傷防止，漁船の上

架作業時間短縮等のための漁港施設の維持管理を適切に行う。

４．ブランド化の取組

① ASC などの環境に配慮した水産エコラベル取得

カキ養殖，他魚種で新たに ASC 認証取得を希望する地域での認証手続き

を継続して行い，付加価値向上を目指す。

② GI（地理的表示）登録魚種の拡大

カキは GI 表示により海外産や他県産との差別化を図り，宮城県産品とし

てブランド化を進める。また，養殖魚種での GI（地理的表示）登録につい

て手続きを継続して実施する。

５．販路の回復と拡大

① 地域販売所の利用や「みやぎ水産の日」を核とした PR 強化

引き続き，県内外の水産物販売イベント等に積極的に参加することによ

り，宮城県産水産物の PR 活動を実施する。

② 学校等教育現場での食育活動の実施

第１期期間より実施している学校等教育現場での食育活動への食材提供

について継続して実施する。

③ ホヤの販路確保の取組

引き続き国内販路の拡大に向けた取組と韓国への輸出再開に向けた働き

かけを継続する。

６．密漁監視体制の強化

① 密漁監視船の監視活動の継続
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第１期に導入した密漁監視船による監視活動の継続実施

② 警察，海上保安部署，行政などと協力した密漁防止活動を実施

関係機関と連携した密漁防止キャンペーンを継続して実施する。

７．新型コロナウイルス感染症対策

① 各生産現場の実情に合わせた予防対策の実施。

農林水産省対策本部が示す予防対策を踏まえ，各生産現場が実態に合わせ

た適切な予防対策を講じることで，万が一感染者が発生した場合でも，操

業停止等にならないように努める。

②養殖生産物の供給平準化への取組

引き続き流通が正常化して適正な単価に回復するまでの間，漁協が生産者

から買い取り及び保管を行う。

③ 感染の収束時期を注視し感染予防に万全を尽くした PR 活動の実施。

消費拡大につなげる目的の PR 等のイベントについては，開催や参加がで

きない状況となっている。感染の収束時期を注視しつつ，実施できる時期

になったら，感染予防に万全を尽くしつつ，積極的なＰＲ活動を行う。

【中核的担い手の育成に関する基本方針】 

１．新規漁業就業者等の確保 

国・県・市町による，マッチング支援事業や漁業研修・体験，長期研修

制度等を活用して，新規漁業就業者の確保と定着率の向上を図る。

２．中核的担い手の育成・強化 

漁協や県は，青年・女性漁業者交流大会や漁業士養成講座，資源管理に

関する勉強会，船舶職員技能講習支援事業などの学びの場を提供し，中核

的担い手を目指す漁業者はこれらの機会を活用して，資質の向上に努める。 

広域再生委員会は，中核的担い手が必要とする漁船・漁具等の確保に当

たり，水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業の活用を支援することによ

り，漁船の更新を促す。

活用する支援

措置等

水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）

浜の活力再生・成長促進交付金（国）

競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国）

水産業成長産業化沿岸地域創出事業（国）

経営体育成総合支援事業（国）

特定水産物供給平準化事業（国）
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（５）関係機関との連携

プランの取組を確実に実施し，効果が最大限に発揮できるよう，水産庁，宮城県（水産担当部

署・地方出先機関・試験研究機関），関係市町，宮城県水産業経営支援協議会，宮城県漁業共済

組合，その他地元研究機関等より指導協力を仰ぐこととする。

（６）他産業との連携

 宮城県産一次生産物の全体の価値を高め，「食材王国みやぎ」の認知度向上とブランド化のた

め，農林畜産業界との連携を進めていく。また，観光業界とも連携して，豊富で美味しい宮城の

漁獲物を観光資源として県内外の観光客に訴求していくことで，沿岸地域の交流人口拡大に貢献

し，地域経済の活性化を図る。

４ 成果目標

（１）成果目標の考え方

①養殖生産物平均単価の高値安定

本広域プランでは「２．養殖生産物の安全確保」，「４．ブランド化の取組み」「５．販路の回

復と拡大」など，成果が販売単価で現れる取組が多いため，平均単価を成果目標の指標とした。

養殖生産物の平均単価は，震災後高値で推移していることから，成果目標は直近５か年中庸３か

年平均単価水準の維持とした。

②新規漁業就業者数の増加

東日本大震災後，本県沿岸漁業者数の減少及び高齢化の進行に伴い，浜を支える中核的な担い

手も減少傾向にある。本広域プランでは，漁業後継者と新規漁業就業者の一層の確保を行い，研

修等の資質向上の場を設けることで，中核的な担い手の育成を図ることとしている。このため，

本広域プランにおいては新規漁業就業者数の増加を成果目標とした。

（２）成果目標
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①養殖生産物の平

均単価の高値安定

基準年

養殖対象種 出典
カキ（剥き身） 1,391 円／ｋｇ ※１

ノリ 1,190 円／１００枚 ※１

ホタテガイ 415 円／ｋｇ ※１

ワカメ（生換算） 208 円／ｋｇ ※１

ギンザケ 573 円／ｋｇ ※１

※直近５か年の中庸３か年平均単価

実績単価

目標年

養殖対象種 出典
カキ（剥き身） 1,391 円／ｋｇ ※１

ノリ 1,201 円／１００枚 ※２

ホタテガイ 420 円／ｋｇ ※２

ワカメ（生換算） 215 円／ｋｇ ※２

ギンザケ 573 円／ｋｇ ※１

※１　直近５か年の中庸３か年平均単価
※２　宮城県水産基本計画目標値

目標

②新規漁業就業者

数

基準年 平成２７年～平成３０年までの４か年平均  ２０人／年

目標年 令和７年度：  ２４人／年

（３）上記の算出方法及びその妥当性

①養殖生産物平均単価の高値安定

目標年の平均単価は，直近５か年（平成２７年度から令和１年度）の中庸３か年平均単価又は

宮城県の定める水産基本計画における令和７年度目標単価のうち高い値を基準として設定した。

これらの単価は，震災前と比べると２１～５６％向上しており，経営の安定化を実現できる水準

の単価であるため，本広域浜プランの取組を実践することにより，この単価を維持することは目

標設定として妥当であると考えられる。

養殖対象種 震災前単価 目標単価 目標単価／震災前単価

カキ（剥き身） 1,150円／ｋｇ 1,391円／ｋｇ 121%
ノリ 770円／100枚 1,201円／100枚 156%
ホタテガイ 269円／ｋｇ 420円／ｋｇ 156%
ワカメ（生換算） 140円／ｋｇ 215円／ｋｇ 154%
ギンザケ 423円／kg 573円／ｋｇ 135%

②新規漁業就業者数
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（基準年の水揚額）

 平成２７年度～平成３０年度までの実績値４か年平均とした。

（目標年の新規漁業就業者数に対する考え方）

  目標年における県内の各養殖漁業種の目標生産額を，１漁業経営体当たりの目標漁業所得で

割ることで，県内における適正漁業経営体数を算出した。次に，令和２０年度に適正漁業経営

体数を達成するために必要となる新規漁業就業者数を１年ごとに求め，目標年の新規漁業就業

者確保数とした。

なお，この考え方については，宮城県が策定する「水産業の振興に関する基本的な計画」

に準じている。詳細は別添算出根拠資料を参照。

５ 関連施策

  活用を予定している関連施策人とその内容及びプランとの関係性

事業人 事業内容及び浜の活力再生広域プランとの関係性

水産業競争力強化緊

急施設整備事業（国） 

ノリ集荷場等の競争力強化に資する共同利用施設の整備

浜の活力再生・成長促

進交付金（国）

ノリ集荷場等の競争力強化に資する共同利用施設の整備

競争力強化型機器等

導入緊急対策事業

（国）

省エネ型エンジンや生産性向上に資する漁労機器等の導入による漁業経

営の改善

水産業競争力強化漁

船導入緊急支援事業

（国）

中核的担い手による漁業経営の改善を図るための漁船取得の支援

水産業成長産業化沿

岸地域創出事業（国） 

資源管理の計画及び収益向上の計画に必要となる漁船又は漁具等をリー

ス事業者が取得し，当該漁業者にリースするに当たり，リース漁船・漁

具等取得費等の支援

経営体育成総合支援

事業（国）

新規漁業就業者の確保・育成を図るための長期研修制度等の実施

特定水産物供給平準

化事業（国）

養殖生産物が適正な価格に回復するまでの間，漁協が養殖生産物を買い

取り及び保管する。

水産業競争力強化漁

港機能増進事業（国） 

漁港施設の機能増進整備を行い，安全対策の向上，就労環境の改善を図

る。


